
※１ 自治体が保有する金銭の給付を目的とする権利。

※２ 公法上の原因に基づいて発生する債権。時効により債権が自動消滅。

※３ 私法上の原因（契約等の当事者間（民民）の合意）に基づいて発生する債権。時効の援用により債権が消滅。

市の債権 ※１ 

（地方自治法第２４０条第１項） 

市  税  等 

（地方税法の規定に基づく徴収金） 

公  債  権 ※２ 

（地方自治法第２３１条の３第１項） 

強制徴収公債権 

（自力執行権あり） 

（地方自治法第２３１条の３第３項） 

非強制徴収公債権 

（自力執行権なし） 

（公債権のうち強制以外の債権） 

私  債  権 ※３ 

（自力執行権なし） 

（地方自治法施行令第１７１条） 

   ■主な債権 

    市営住宅使用料等 

    水道使用料 

    学校給食費徴収金  等々 

   ■主な債権 

    児童手当返還金 

    児童扶養手当返還金 

    生活保護費返還金  等々 

   ■主な債権 

    介護保険料 

    後期高齢者医療保険料 

    保育料 

    下水道使用料 

    下水道受益者負担金  等々 

   ■主な債権 

    市県民税 

    固定資産税 

    軽自動車税 

    国民健康保険税  等々 

★裁判所へ民事訴訟による 

  一連の法的手続きを経る 
  必要がある債権 

★地方税の滞納処分の例により 
  処分することができる債権 

非強制徴収債権 


